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市立小・中学校における熱中症対策

熱中症警戒アラート発表時

※熱中症特別警戒アラート発令時は、留守家庭児童育成クラブは休所となります。
※熱中症特別警戒アラートについては、学校ＨＰ、ミマモルメによる一斉メール配信を利用し、周知す
 ること。
※熱中症警戒アラート（特別警戒アラート）発表時以外においても、活動場所において、
 WBGT３１以上の場合は、熱中症予防運動指針に基づき、運動は禁止します。
※WBGT２１以上３１未満の場合においても熱中症予防運動指針に基づき、「WBGT２１以上は熱中症事
 故による死亡事故が発生する可能性があること」を念頭におくとともに、十分な休憩及び給水に努め
 ること。

前日１４時頃の発表

オンラインによる 自 宅 学 習

熱中症特別警戒アラート発表時

 特定の日における暑さ指数（WBGT）の最高値が、兵庫県内の全ての情報提供地点（19 箇所）において35 以上と予測される場合に
熱中症特別警戒アラートが発表されます。熱中症特別警戒アラート発表時は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者
数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。なお、暑さ指数
（WBGT）が35 に達しない場合であっても、自然的社会的状況により、熱中症による国民の健康に重大な被害が生ずるおそれがあると
認められるような場合も発表する場合があるとされています。               【気候変動適応法施行規則第２条】

○複数で登下校を行うなど、登下校の仕方や服装について工夫すること。
○涼しく過ごせる環境の確保や経口補水液・氷・アイスパック等の備えの確認をすること。

熱中症予防行動の徹底

○ 原則自宅学習、宿泊を伴う行事や熱中症特
別警戒アラートが発令されていない県外への
校外学習は、学校⾧の判断により可。ただし、
屋外等、冷房のない室内での活動に十分留意
すること。
○⾧期休業中においても、学校での活動は
 中止とします。

授業日とし、オンライン学習に参加した児童生徒
については、出席とします。

○オンライン学習の例
8:25～健康観察、こころの天気、一日の過ごし方
1時間目～4時間目（時間割によるオンライン授業）  
   体育等オンラインの対応ができない場合は、
   デジタルドリル等による自習
  ※Zoom制限４０分
5時間目以降 デジタルドリル等による自習
15:00～健康観察

屋外等 で の 活  動  禁  止
○教育活動（冷房のない場所での活動、体育（水泳含む）、各種行事等）禁止とします。
○宿泊を伴う行事や熱中症警戒アラートが発令されていない県外への校外学習は、学校⾧  
 の判断により可。ただし、屋外等、冷房のない室内での活動に十分留意すること。
※地域クラブについては、「地域クラブの在り方に関する方針」に記載の通りとします。

前日１４時頃の発表

前日１７時頃、当日５時頃の発表
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